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千葉市男女共同参画ハーモニー条例のしくみ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別による権利侵害の禁止（第 7 条） 

人権の尊重は男女共同参画課社会の根底をなすものです。 

条例では、男女共同参画社会の実現を阻害する次の行為を禁止しています。  

性別による差別的取扱い／不快にさせる性的な言動／配偶者に対する暴力的行為等  

基本理念（第 3 条） 

市が取り組む具体的施策 

●基本計画の策定と公表（第 9条）●施策の男女共同参画への配慮（第 10条） 

●男女共同参画の推進状況等の公表（第 11 条）●調査研究や情報収集（第 12条） 

●広報活動等（第 13条）●男女共同参画週間（第 14条） 

 

 

基本施策（第 8条） 

⚫ 政策の決定過程における男女共同参画の推進 

⚫ 教育の分野における男女共同参画の推進 

⚫ 雇用の分野における男女共同参画の推進 

⚫ 自営の商工業や農林水産業の分野における男女共同参画の推進 

⚫ 家庭生活と職場や地域の活動等の円滑に行えるような支援 

⚫ 男女共同参画を推進する民間団体との連携と支援 

⚫ 女性および男性が、互いの性について理解し尊重しあえるような支援 

男女共同参画社会の実現 

市民一人ひとりがいきいきと暮らせる社会へ 

参考資料１ 

事業者の役割（第 6条） 市民の役割（第 5条） 市の役割（第 4 条） 

千葉市 男女共同参画センター 

（第 15 条） 

苦情処理委員 

（第 16 条） 

男女共同参画審議会 

（第 17 条） 
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（第 14条） 

男女共同参画への関心を高めるため、毎年

12月に男女共同参画週間を設けます。 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画センターで、男女共同参画フ

ォーラムを開催します。また、市政だより

等で男女共同参画の周知・啓発を行います。 

（第 15条） 

男女共同参画の施策を推進し、市民や事業

者の取組を支援する拠点施設として、千葉

市男女共同参画センターがあります。 

 

 

 

 

 

男女共同参画に関する調査・研究や情報収

集、相談、講座、イベントなどを行ってい

ます。 

 

（第 17条） 

男女共同参画に関する重要事項について

調査審議するため、男女共同参画審議会を

設置します。男女共同参画に関する施策の

実施状況を調査・審議し、市長に意見を述

べることができます。 

 

 

 

 

学識経験者、市民の代表など、15 人以内

で組織されます。男女の委員数は、ほぼ同

数になるようにします。 

 

（第 16条） 

男女共同参画に関する市の施策についての

苦情や相談、性別による人権侵害を受けた

場合の被害者救済の窓口として、苦情処理

委員を設置します。 

 

 

 

 

 

苦情処理委員が必要に応じて調査を行い、

市の施策について市長に意見を述べたり、

人権侵害に関係する者に対して助言や是正

の要望などを行います。 

男女共同参画審議会 苦情処理委員 

事業内容 

苦情や相談の申し出があると 審議会の委員 

男女共同参画週間 千葉市男女共同参画センター 

事業内容 


